
巻
頭
の
こ
と
ば

舟
田
正
之
先
生
は
、
一
九
七
二
年
一
一
月
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
さ
れ
て
以
来
、
四
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
立
教
大
学
法
学

部
に
お
い
て
、
教
育
、
研
究
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
二
〇
一
二
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
、
定
年
に
よ
り
退
職
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
研
究
業
績
は
、
独
占
禁
止
法
を
中
心
と
し
つ
つ
、
電
気
通
信
事
業
法
、
放
送
法
、
電
気
事
業
法
な

ど
の
個
別
の
経
済
規
制
法
も
含
め
、
通
常
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
経
済
法
学
の
領
域
を
は
る
か
に
超
え
る
広
が
り
と
奥
行
き
を
も
っ
て
い
ま

す
が
、
一
連
の
ご
研
究
の
理
論
的
基
礎
と
な
る
原
点
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
わ
た
っ
て
﹃
國
家
學
會
雑
誌
﹄
に
公
表
さ

れ
た
﹁
ド
イ
ツ
﹃
経
済
制
度
﹄
理
論
史
﹂
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
研
究
の
中
で
、
社
会
を
構
成
す
る
諸
組
織
に
お
け
る
支
配
と
自
由

の
関
係
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
、
国
家
制
度
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
﹁
経
済
制
度
﹂
を
構
想
し
た
オ
ル
ド
ー
自
由
主
義
の
思
想

に
強
く
影
響
を
受
け
て
、
経
済
権
力
の
抑
制
及
び
各
経
済
主
体
の
実
質
的
な
﹁
取
引
の
自
由
﹂
を
保
護
法
益
と
す
る
経
済
法
理
論
を
提

唱
さ
れ
ま
し
た
。
舟
田
学
説
は
、
社
会
厚
生
上
の
帰
結
に
照
ら
し
て
違
法
性
を
判
断
す
る
近
年
の
経
済
法
学
の
主
流
的
立
場
か
ら
見
れ

ば
少
数
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
が
、
独
占
禁
止
法
の
体
系
的
理
解
に
お
い
て
、
今
な
お
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る

も
の
で
す
。
と
く
に
﹁
流
通
系
列
化
と
独
禁
法
上
の
規
制
﹂
︵
一
九
八
〇
年
︶
や
、
そ
の
後
公
表
さ
れ
た
不
公
正
な
取
引
方
法
に
関
す
る

一
連
の
ご
研
究
は
、
当
時
の
不
公
正
な
取
引
方
法
の
一
般
指
定
の
改
定
作
業
や
、
そ
の
後
の
解
釈
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ

の
他
、
数
次
に
わ
た
る
法
改
正
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
に
か
か
る
議
論
に
お
い
て
も
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
続
け
、
独
占
禁
止
法
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。
根
岸
哲
教
授
と
の
共
著
書
﹃
独
占
禁
止
法
概
説
﹄
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
何
度

も
版
を
重
ね
︵
現
在
は
第
四
版
︶
、
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
体
系
書
の
一
つ
と
し
て
非
常
に
高
い
評
価
を
確
立
し
て
い
ま
す
。

公
益
事
業
規
制
法
に
関
し
て
も
、
電
気
通
信
分
野
を
具
体
的
素
材
と
し
つ
つ
、
公
益
事
業
に
関
す
る
規
制
の
総
体
を
﹁
法
制
度
﹂
と

と
ら
え
て
再
構
成
す
る
﹁
公
共
企
業
﹂
概
念
に
つ
い
て
の
論
考
﹁
公
共
企
業
に
関
す
る
法
制
度
論
序
説
﹂
︵
一
九
八
七
年
︶
を
公
表
さ
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れ
、
後
に
﹃
情
報
通
信
と
法
制
度
﹄
︵
一
九
九
五
年
︶
で
さ
ら
な
る
展
開
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
研
究
を
意
欲
的
に
構

想
・
発
展
さ
せ
る
一
方
で
、
一
九
八
五
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
電
気
通
信
審
議
会
の
各
種
委
員
の
任
に
あ
た
ら
れ
、
電
電
公
社
の

民
営
化
と
そ
の
後
の
電
気
通
信
分
野
の
自
由
化
の
制
度
設
計
に
お
い
て
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
通
信
・
放
送
の
融
合
が
進
展
し
、
放
送
法
分
野
に
か
か
る
既
存
の
法
秩
序
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
中
で
、
放
送
法
分
野
に
も
研
究

領
域
を
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
や
は
り
﹁
法
制
度
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
、
﹁
融
合
﹂
現
象
の
制
度
的
な
意
味
づ
け
、
﹁
放
送
の
公
共
性
﹂
と
競
争

秩
序
の
関
係
、
﹁
表
現
の
自
由
﹂
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
集
中
規
制
と
い
っ
た
重
要
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
次
々
に
ご
論
考
を
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
研
究
成
果
は
、
加
筆
・
修
正
の
上
、
﹃
放
送
制
度
と
競
争
秩
序
﹄
︵
二
〇
一
一
年
︶
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
舟
田
先
生
は
、
広
範
な
分
野
に
わ
た
る
数
多
く
の
研
究
業
績
と
と
も
に
、
長
き
に
わ
た
っ
て
経
済
法
学
の
第
一
人
者

で
あ
り
続
け
、
わ
が
国
の
法
学
界
及
び
実
務
界
に
多
大
な
貢
献
を
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
一
九
八
四
年
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
日
本
経
済
法
学
会
理
事
の
任
に
あ
り
、
う
ち
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
は
常
務
理
事
を
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一

年
ま
で
は
理
事
長
の
要
職
を
お
務
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
先
生
は
た
い
へ
ん
誠
実
か
つ
気
さ
く
な
お
人
柄
で
、
教
育
に
も
大
変
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、
学
部
・
大
学
院
に
お
け
る
教
育

の
発
展
に
も
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
舟
田
ゼ
ミ
の
卒
業
生
は
各
界
で
大
活
躍
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
の
よ
う
に
、
先
生
を
囲
む

会
合
が
開
か
れ
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
も
先
生
の
温
か
い
お
人
柄
に
よ
る
も
の
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

こ
の
た
び
、
舟
田
先
生
が
ご
退
職
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
立
教
大
学
法
学
部
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
御
貢
献
に
感
謝
し
、
先
生
の
変
わ

ら
ぬ
ご
活
躍
と
今
後
の
ご
健
康
を
祈
念
し
て
、
﹃
立
教
法
学
﹄
舟
田
正
之
先
生
退
職
記
念
号
を
編
纂
し
、
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
〇
一
二
年
四
月

立
教
法
学
会
会
長

佐

々

木

卓

也

立教法学 第 85 号（2012)

2


